
訪問看護料金表（医療保険）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

   公費制度の利用により一部負担金は公費から出され、自己負担が減額（又は免除）になります。

     （被爆者健康手帳・重度障害受給者証・特定疾患受給者証）

1割 2割 3割

5,550 555 1,110 1,665

6,550 655 1,310 1,965

5,550 555 1,110 1,665

7,710 771 1,542 2,313

3,010 301 602 903

24時間対応体制加算 6,800 680 1,360 2,040

4,500 450 900 1,350

8,000 800 1,600 2,400

複数名訪問看護加算 4,500 450 900 1,350

長時間訪問看護加算 週1回まで　90分越え 5,200 520 1,040 1,560

5,000 500 1,000 1,500

2,500 250 500 750

退院時共同指導加算
8,000 800 1,600 2,400

退院支援指導加算 6,000 600 1,200 1,800

情報提供療養費1 1,500 150 300 450

情報提供療養費3 1,500 150 300 450

2,650 265 530 795

2,000 200 400 600

訪問看護ターミナルケア療養費 25,000 2,500 5,000 7,500

早朝加算　6時～8時 2,100 210 420 630

夜間加算　18時～22時 2,100 210 420 630

深夜加算　22時～翌6時 4,200 420 840 1,260

訪問看護医療DX情報活用加算 50 5 10 15

訪問看護ベースアップ評価料Ⅰ 1,830 183 366 549

訪問看護ベースアップ評価料Ⅱ

60 6 12 18

20 2 4 6

訪問看護基本療養費Ⅰ
（1日につき）

月の初日

　　　　　　　　　　（令和8年6月～令和9年5月）

令和8年6月現在

サービス内容 利用料金
利用者負担

2日目以降　1日につき
訪問看護物価対応料

特別管理加算
　

1か月につき(利用者
の状態に応じて）

算定

週3日まで

週4日から

理学療法士・作業療法士

1か月につき

緊急時訪問看護加算（1日につき）

1回につき

訪問看護管理療養費　

難病等複数回訪問加算
（1日につき）

月の初日

1回につき

1か月につき

該当区分1～18（40円～1,040円）に応じた料金
の1割～3割（自己負担）

入院・入所時

2日目以降　1日につき

1か月につき

1日2回訪問

1か月につき

1か月につき（利用者の
状態に応じて月2回ま
で）

1か月につき

月14日まで

月15日以降

1回限り

1回につき

1回につき

1日3回以上

退院日の訪問


